
 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）又は建築基準法施行令

（昭和２５年政令第３３８号）の規定による許可、認定又は認可において、北海道建築基

準法施行細則（昭和４８年北海道規則第９号）第１９条、第１９条の２及び第１９条の３

の規定による知事が別に定める書類を次のとおり定めた。  

 

  令和４年３月 25 日  

北海道知事 鈴木 直道      

 

第１９条関係  

１ 申請理由書（第１号から第２３号まで）  

２ 都市計画図（第１号から第２３まで（第２１号を除く。））  

３ 位置図（第１号から第２３号まで）  

４ 計画建築物概要書（第１号から第２３号まで）  

５ 工場・危険物調書（該当する場合）  

６ 原動機等の種類・台数・用途・工程を判定できる書類（該当する場合）  

７ 排水計画図（第１号から第２３号まで）  

８ テレビ電波受信障害予測図（高さが１０メートルを超えるもの）  

９ 交通計画図（敷地規模が３００平方メートルを超えるもの）  

10 周辺環境対策に関する書類（第４号、第５号、第２２号、第２３号その他公害等の

おそれのある場合）  

11 敷地内及び周囲撮影写真（第１号から第２３号まで）  

12 関係機関との協議書（第２号及び第５号）  

13 産業廃棄物等の施設の概要書（第５号）  

14 風配図（第５号）  

15 周辺住民等一覧表（第５号）  

16 同意書（第５号）  

17 地区計画等概要書（地区計画等が定められている場合）  

18 日影図（第９号及び第１０号）  

19 壁面線指定状況図及び周辺の建築物等の外壁後退状況図（第３号及び第７号（法第

５３条第４項の規定による場合）  

20 計画道路図（第６号（法第５２条第１０項の規定による場合））  

21 敷地内空地図（第９号）  

22 予定道路の指定図（第２１号）  

23 協議済書（第１号）  

24 その他知事が必要と認める書類  



第１９条の２関係  

１ 申請理由書  

２ 都市計画図  

３ 位置図  

４ 計画工作物概要書  

５ 工場・危険物調書（該当する場合）  

６ 原動機等の種類・台数・用途・工程を判定できる書類（該当する場合）  

７ 排水計画図  

８ テレビ電波受信障害予測図（高さが１０メートルを超えるもの）  

９ 交通計画図（敷地規模が３００平方メートルを超えるもの）  

10 周辺環境対策に関する書類  

11 敷地内及び周囲撮影写真  

12 関係機関との協議書  

13 産業廃棄物等の施設の概要書（法第５１条を準用する場合）  

14 風配図（法第５１条を準用する場合）  

15 周辺住民等一覧表（法第５１条を準用する場合）  

16 同意書（法第５１条を準用する場合）  

17 地区計画等概要書（地区計画等が定められている場合）  

18 その他知事が必要と認める書類  

 

第１９条の３関係  

１ 文化財保護法等による指定等の経緯書（第１号）  

２ 地区計画等概要書（地区計画等が定められている場合）  

３ 地番図（第１号）  

４ 日影図（第４号）  

５ 関係機関との協議書（第３号）  

６ 予定道路の指定図（第１２号）  

７ 付近道路状況図（第１３号、第１５号及び第１７号）  

８ 排水計画図（第２号、第１３号及び第１５号）  

９ 協議済書（第１３号及び第１５号）  

10 位置図（第２号）  

11 敷地内及び周囲撮影写真（第２号）  

12 その他知事が必要と認める書類  


